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◉
東
京
都
告
示
第
九
百
五
十
一
号

行
政
不
服
審
査
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
五
十

一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
並
び
に
同
法
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
に
よ
る
改
正
前
の
行
政

不
服
審
査
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
四
十
二
条
第

二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
左
記
の
と
お
り
公
示
送
達
す

る
。

令
和
二
年
七
月
十
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

記

一

送
達
を
受
け
る
べ
き
者
の
住
所
及
び
氏
名

審
査
請
求
時
の
住
所

不
明

現
住
所

不
明

審
査
請
求
人

大
古
田

州
央

二

公
示
事
項

審
査
請
求
人
が
、
平
成
二
十
八
年
五
月
二
日
、
同
月
十
七
日
及

び
同
年
六
月
三
日
に
当
庁
に
提
起
し
た
各
審
査
請
求
に
つ
い
て
、

当
庁
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
四
日
付
け
で
裁
決
を
し
た
が
、

審
査
請
求
人
の
所
在
が
不
明
の
た
め
、
同
人
に
各
裁
決
書
の
謄
本

を
送
付
で
き
な
い
。
よ
っ
て
、
右
各
裁
決
書
の
謄
本
は
、
当
庁

（
総
務
局
総
務
部
法
務
課
）
に
お
い
て
保
管
し
、
い
つ
で
も
こ
れ

を
交
付
す
る
か
ら
、
審
査
請
求
人
は
当
庁
に
出
頭
の
上
受
領
さ
れ

た
い
。

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
五
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
七
月
十
三
日
か
ら
起
算
し
て
二
週

間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
七
月
十
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

八
王
子
五
日
市

二

変
更
の
区
間

八
王
子
市
上
川
町
千
七
百
三
十
三
番
一
地
先
か

ら
同
所
三
千
三
百
八
十
七
番
五
地
先
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り
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公

告

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
基
づ
く
工
事
完
了
の

届
出
に
つ
い
て

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
東
京
都
条
例
第
九

十
六
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
（
仮
称
）
竹
芝
地
区
開
発
計
画
に
つ
い
て
、
次
の
と
お

り
工
事
完
了
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
条
例
第
六
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
七
月
十
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

事
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
株
式
会
社
ア
ル
ベ
ロ
グ
ラ
ン
デ

代
表
取
締
役

根
津

登
志
之

中
央
区
日
本
橋
二
丁
目
一
番
十
四
号

二

対
象
事
業
の
名
称

（
仮
称
）
竹
芝
地
区
開
発
計
画

三

工
事
着
手
の
年
月
日

平
成
二
十
七
年
八
月
一
日

四

工
事
完
了
の
年
月
日

令
和
二
年
五
月
二
十
九
日

五

届
出
日

令
和
二
年
六
月
二
十
五
日

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
意
見
の
概
要
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
の
公
告
に
係
る

意
見
を
聴
取
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り

意
見
の
概
要
を
公
告
し
、
当
該
意
見
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
七
月
十
三
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

清
水
商
事
ビ
ル

二

店
舗
所
在
地

武
蔵
野
市
吉
祥
寺
南
町
一
丁
目
七
番
五
号

三

設
置
者
名

株
式
会
社
ハ
ー
モ
ニ
ッ
ク

四

意
見

ア

聴
取
者

武
蔵
野
市
長

イ

概
要

意
見
な
し

ウ

収
受
日

令
和
二
年
六
月
十
七
日

五

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課

（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）

六

縦
覧
期
間

令
和
二
年
七
月
十
三
日
か
ら
同
年
八
月
十
三
日

ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条

例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め

る
休
日
を
除
く
。

七

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
。

た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。
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